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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
七
二
年
の
沖
縄
返
還
時
に
お
け
る
有
事
の
際
の
核
持
ち
込
み
を
認
め
た
密
約
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
合
意
議
事
録
」
（
以
下
「
本
件
文
書
」
と
い
う
。
）
は
、
佐

藤
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
及
び
ニ
ク
ソ
ン
米
国
大
統
領
（
当
時
）
と
の
間
で
署
名
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
外
務

省
調
査
チ
ー
ム
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
本
件
文
書
は
、
外
務
省
の
文
書
か
ら
は
発
見
さ
れ
ず
、
ま
た
、
本
件
文
書
に
つ
い
て
、

当
時
外
務
省
と
し
て
何
ら
か
の
関
与
又
は
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
文
書
の
存
在
も
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

御
質
問
の
点
に
つ
い
て
確
定
的
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
有
識
者
委
員
会
の
報
告
書
に
お
け
る
記
述
は
、
本
件
調
査
に
携
わ
っ
た
同
委
員
会
と

し
て
の
判
断
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
外
務
省
調
査
チ
ー
ム
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
外
務
省
の
文
書
か
ら
は
本
件
文
書
は

発
見
さ
れ
ず
、
ま
た
、
本
件
文
書
に
つ
い
て
、
当
時
外
務
省
と
し
て
何
ら
か
の
関
与
又
は
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
文
書

の
存
在
も
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
本
件
文
書
の
性
格
に
つ
い
て
確
定
的
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ

一



い
て
は
、
今
後
、
専
門
家
に
よ
る
更
な
る
議
論
も
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二


